
年 金年 金免除された
国民年金保険料の追納ができます
▶問合せ
加古川年金事務所☎０７９（４２７）４７４０
保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１

　収入の減少や失業などにより国民年金保険
料を納めることが困難な方のために、保険料
の免除・納付猶予制度が設けられています。
免除には、全額免除、４分の３免除、半額免
除、そして４分の１免除の４つの種類があり
ます。これらの免除が承認された期間は、老
齢・障害・遺族の各基礎年金を受けるための
受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年
金の年金額を計算するときは、免除の種類に
応じて減額されます。
　保険料を全額納めた時を１とすると、全額
免除期間は２分の１、４分の３免除期間は８
分の５、半額免除期間は４分の３、４分の１
免除期間は８分の７で計算されます。
　なお、平成21年３月以前に免除を受けた期
間は、全額免除期間は３分の１、４分の３免
除期間は２分の１、半額免除期間は３分の２、
４分の１免除期間は６分の５で計算されます。
　また、納付猶予と学生納付特例によって保
険料の納付を猶予された期間は、受給資格期
間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額
には反映されません。
追納で年金額をアップ
　これらの保険料の免除・納付猶予や学生納
付特例が承認された期間については、10年以
内であれば保険料を追納して満額の老齢基礎
年金に近づけることができます。
追納に関する注意事項
①追納できるのは、追納が承認された月から
起算して10年以内に限られています。
②追納できる期間の順序は、原則として先に
免除された期間からとされていますが、納付
猶予期間と学生納付特例期間がある場合は、
この期間から先に追納することも選択できま
す。
③保険料の免除・納付猶予や学生納付特例が
承認された期間の翌年度から起算して、３年
度目以降に追納するときは、承認を受けた当
時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上
乗せされます。
追納の手続
　追納を希望するときは、「国民年金保険料
追納申込書」を加古川年金事務所または保険
年金グループに提出します。この申込書には、
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の期
間を確認して記入することになっています。
追納の申込みを行い、厚生労働大臣の承認を
受けたのちに、通知書と納付書が送られてき
ます。
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▶保育料　無料
※令和元年10月から保育料は無償化されました。
※保育料とは別に実費として幼稚園で徴収されている費用
（行事費など）は、保護者の負担となります。
▶教育時間　年齢によって若干の時間差があります
弁当のある日　８：30～14：00
弁当のない日　８：30～12：00
●預かり保育
　町立幼稚園に在籍している園児を教育時間終了後から午
後４時30分までお預かりします。
※預かり保育の利用申請は、入園決定後にご案内します。
▶利用料金　１日あたりの利用料
弁当のある日　300円
弁当のない日　500円
長期休業中　1,000円
※預かり保育の保育料についても要件を満たせば無償化の
対象となる場合があります。該当する場合は、別途申請を
していただく必要があります。

各保育施設・所在地・電話番号・
保育方針

対象クラス・定員・
保育時間

(社福)蓮池こども園
西野添２丁目10-33
☎078（942）6983
「遊びの中から、体と心を育てる保育」

(社福)播磨保育園
東本荘１丁目13-7
☎079（437）8165
「健康で明るい子ども」
(社福)キューピットこども園
北本荘６丁目９-11
☎079（435）2532
「元気な子ども、明るい子ども、素直な
子ども」
(社福)播磨中央こども園
南大中１丁目5-13
☎079（435）2455
「心身共に健やかな子ども」
（社福）パレット保育園
東本荘1丁目13-28
☎079（437）8165
「健康で明るい子ども」

０歳～５歳
160人（保育部分）
15人（教育部分）
7：00～19：00
（延長保育を含む）

０歳～５歳
230人
7：30～18：00

０歳～５歳
140人（保育部分）
15人（教育部分）
7：00～19：00
（延長保育を含む）
０歳～５歳
150人（保育部分）
15人（教育部分）
7：30～18：30

０歳～２歳
19人
7：30～18：30

※各施設とも０歳（生後57日）から受け入れます。
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